
■再編等に関する実施計画

施設棟番号

施設分類 大分類 中分類 小分類

施設名称

所在地

延床面積（㎡） 建築年度 平成１２ 経過年度 ２３

計画期間

令和６年３月

Ｈ―１ 所管部署 総務部 総務課 庶務係

行政系施設 庁舎等

市役所（本庁舎）

あきる野市 二宮３５０ 敷地面積(㎡) １７，５５９．３６

１５，０６０．６５ 構造 ＳＲＣ造

令和６（２０２４）年度～令和１７（２０３５）年度

①事業の概要

・設置根拠：地方自治法、あきる野市役所の位置を定める条例
・設置目的：法定受託事務及び自治事務を処理するための事務所
・対 象 者：市民及び市職員等
・サービスの概要：行政サービス全般

②事業の現状
・あきる野市の人口は、平成２５年から令和４年までの１０年間で約２．５％減少している
が、各種行政サービスを利用するための来庁者数に大きな変動はない。
・会議室等については本来の目的以外での使用を行わざるを得ない状況となっている。

③将来的な事
業のあり方
（方向性）

・本庁舎は、行政事務を執行するための事務所であり、市民に対する行政サービスの提供拠
点である。また、災害発生時においては総合的な災害対応の推進拠点にもなっていることか
ら将来にわたり存続させていく必要がある。

④事業の課題

・本庁舎は、平成１３年の竣工以来２３年が経過しているが、鉄骨鉄筋コンクリート建築物
として躯体構造は健全性を有し、耐震性は確保されている。しかしながら、老朽化に伴い、
計画的に改修工事を行う必要がある。
・今後も市民ニーズの多様化に対応するための事務量の増加が考えられ、事務スペース等の
拡充の必要性を検討することが求められる。



⑩計画実行に
当たっての留
意事項

⑪計画実行後
の課題

建替え 又は

長寿命化改修

【再編方針】 【修繕・改修】

想定実施年度 想定実施内容・想定額 想定実施年度 想定実施内容・想定額

令和１２年度 大規模改修予定

―

・築３０年［令和１２年度（２０３０年度）］まで
に大規模改修実施の検討が必要。
・庁舎の長期的な活用が可能となるよう、中長期修
繕計画の検討なども考慮する必要がある。

・庁内関係部署と連携しながら検討していくととも
に、市民や関係機関との連携についても考慮する必
要がある。

―

⑤個別施設計
画における再
編等の方向性
(令和３年６月時
点)

再編の方向性 現状維持

保全の方向性及
び実施時期の目
安

大規模改修 令和１２ 令和４２ 長寿命化後の建替え 令和６２
(参考)建替え時

築年数 ８０

利用対象 市民一般

需要傾向 利用需要上昇傾向

規模適正度 スペースが不足している
会議室の利用について、会議以外の目的で長期間にわた
る利用がある。

多目的利用検討可能 ×

複合化・集約化によるサービス
水準の向上が期待される ×

設置目的と異なる使用状況あり ×

単独機能での建物利用が望まし
い

〇

賃貸借物件での運営も可能（市有物
件での運営は必須ではない） ×

利用圏域 市全域

広域化可能
性

検討不可

機能重複度

利用圏域に同種・類似施設がある
（民間施設）

×

利用圏域に同種・類似施設がある
（国・都・市施設） ×

利用圏域に同種・類似施設はない 〇

⑦施策との関
連性

関連施策 ―

説明
本庁舎は、行政事務を執行するための事務所であり、市民に対する行政サービスの提供拠点である。また、災
害発生時においては総合的な災害対応の推進拠点にもなっていることから将来にわたり存続させていく必要が
ある。

⑨計画実行の
スケジュール

⑥再編モデル
案検討のため
の施設特性整
理

備考

建物活用

　コールセンターの設置や個人情報を取り扱う事務で、
一定期間、会計年度任用職員を任用して処理する事務が
あり、この事務スペースとして施錠可能な会議室を使用
している状況がある。
　このため、会議室の確保に苦慮している。

⑧再編方針及
び修繕・改修
等の考え方

・行政の中核を担う施設であること、大規模改修及
び建替え又は長寿命化改修の時期から、「現状維
持」とする。

・施設の老朽化や定期的な点検・診断結果に基づ
き、実施することとする。


